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１ 目的 

本要領は、地域資源を活かした先進的で持続可能な事業化の取組を促進し、地域での経済循

環を創造するため、民間事業者等に対して、予算の範囲内で地域経済循環創造事業補助金（以

下「補助金」という。）を交付することに関し、総務省地域経済循環創造事業交付金交付要綱（以

下「総務省要綱」という。）及び生駒市地域経済循環創造事業補助金交付要綱（以下「市要綱」

という。）に定めるもののほか、必要な事項等を定める。 

 

２ 生駒市地域経済循環創造事業補助金の概要 

(1) 交付対象事業 

補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、地域での経済循環を創造

することを目的として、民間事業者等が地域の金融機関から融資を受けて行う地域資源を

活かした先進的かつ持続可能な事業で市長が適当と認めた事業であって、総務省要綱第１

０条第１項に規定する交付決定を受けた事業とする。 

(2) 対象者 

補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する者で、補助事業を実施する民間事業者等と

する。 

ア 市内に事業所を有し、又は設置しようとする者 

イ 市が実施する同種の補助金の交付を受けていない者 

ウ 住所地の市町村民税を滞納していない者 

エ 生駒市暴力団排除条例（平成２３年生駒市条例第２９号）第２条第１号に規定する暴力団

又は代表者若しくは役員等が同条第３号に規定する暴力団員等でない者 

(3) 対象経費 

補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、総務省要綱第１０条

第１項に規定する交付決定を受けた日から第１４条に規定する実績報告をした日までに要

した次の表に掲げる経費とする。 

経費の区分 内容 

施設整備費 事業の遂行に必要な建物、建物付属設備及び構築物に係る設計、工事監

理、建築工事、修繕並びに購入に係る経費（用地取得費を除く。） 

機械装置費 事業の遂行に必要な機械装置に係る設計、工事監理、修繕、購入及びリ

ース・レンタルに係る経費（事業の遂行に必要な著作権等の無形資産の

取得等に要する経費を含む） 

備品費 事業の遂行に必要な備品の購入及びリース・レンタルに係る経費 

調査研究費 事業の遂行に必要なものとして、補助対象者と連携する地域の大学が行

う調査研究に係る経費。ただし、補助対象者が直接行う調査研究に係る
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経費は除く。 

 

(4) 補助金額 

補助金の額は、補助対象経費から地域の金融機関等の融資額及び事業者等の自己資金等の

合計額を差し引いた額とする。この場合において、算出された額に１，０００円未満の端

数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

なお、補助金額の上限額は以下のとおりとする。 

ア 融資額が補助金額と同額以上２倍未満の額の場合 ３，０００万円 

イ 融資額が補助金額の２倍以上３倍未満の額の場合 ４，０００万円 

ウ 融資額が補助金額の３倍以上４倍未満の額の場合 ５，０００万円 

エ 融資額が補助金額の４倍以上の額の場合 ５，５００万円 

 

３ 申込方法 

(1) 提出書類 

補助金の交付を受けようとする者（以下「交付申請者」という。）は、あらかじめ生駒市地

域経済循環創造事業選定に係る申込書（市要綱様式第１号。以下「申込書」という。）に次

に掲げる書類を添えて、市長が別に定める期間内に提出しなければならない。 

ア 総務省が定める地域経済循環創造事業交付金実施計画書別記様式第１号－１及び第１号

－２（以下「実施計画書」という。） 

イ 実施計画書における収支計画書の具体的な積算根拠が分かる資料 

ウ 工程表その他の完了までのスケジュールが分かる資料 

エ 法人にあっては登記事項証明書､個人にあっては住民票の写し 

オ 会社概要又はこれに準ずるもの 

カ 住所地の市町村民税に滞納がないことを証明する書類 

キ 生駒市地域経済循環創造事業補助金申請事業の審査に係る確認書（以下「確認書」という。） 

ク 生駒市地域経済循環創造事業補助金申請事業の企画提案書（任意様式）（以下「企画提案

書」という。） 

ケ その他市長が必要と認める書類 

(2) 提出部数 

正本１部、副本６部の合計７部の書類及び PDFデータを提出すること。 

(3) 提出期間 

令和８年６月１日(月)～令和８年７月３１日(金)１２時００分まで 

持参の場合における受付時間は、平日の９時００分～１６時３０分とする。 

(4) 提出方法 
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郵送(配達証明付書留郵便による郵送に限る。提出期間内必着とする。)又は持参により提

出すること。なお、データ提出のフォーマットは PDFとし、電子メールで送付すること。 

(5) 提出先 

住所：〒630-0288 奈良県生駒市東新町８－３８ 

生駒市地域活力創生部商工観光課 ２６番窓口 

E-mail：ikokei@city.ikoma.lg.jp 

 

４ 質問方法 

本要領に係る質問がある場合は、以下の書類を提出すること。なお、質問に対する回答につ

いて口頭による個別対応は行わない。 

(1) 提出書類 

生駒市地域経済循環創造事業補助金申請に係る質問書 

(2) 受付期間 

令和８年６月１日(月)～令和８年６月３０日(火) 

(3) 提出先 

生駒市地域活力創生部商工観光課 

E-mail：ikokei@city.ikoma.lg.jp 

(4) 提出方法 

上記(3)に記載のメールアドレス宛てに電子メールで提出すること。なお、電話や直接来所、

質問書持参による質問には応じない。 

(5) 回答 

質問に対する回答は、令和８年７月３日（金）を目途に本市のホームページで公表するも

のとし、回答は本要領と一体のものとして同等の効力を持つものとする。また、同趣旨の

質問はまとめて回答する。 

 

５ 選定 

(1) 選定方法 

① 審査会の設置 

本市が令和９年度に総務省所管の地域経済循環創造事業交付金へ申請する事業を選定す

るため、透明性及び公平性を確保し、適正に事業を選定することを目的とした生駒市地域

経済循環創造事業審査委員会(以下「審査会」という。)を設置する。なお、審査会は非公

開とする。 

② 審査の内容 

審査にあたっては、生駒市が設置する審査会において２次審査制で行う。 
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・第１次審査（書類審査） 

提出された実施計画書、確認書、企画提案書等の書類に基づいて審査・採点する。 

・第２次審査（書類審査・プレゼンテーション審査） 

第１次審査を通過した者に対し、企画提案についてのプレゼンテーションによるヒアリン

グ等を実施し、評価基準に基づいて審査・採点する。 

③ プレゼンテーションの実施 

ア 実施日 

本要領「６ スケジュール」のとおり 

イ 実施時間・場所 

第２次審査の実施案内時に別途通知する。 

ウ 実施方法 

a プレゼンテーションの時間は、準備及び片付け時間も含め、１者につき２０分以内とす

る。 

b プレゼンテーション終了後、１５分以内でヒアリング時間を設ける。 

c プレゼンテーションは、提出した企画提案書に基づいて行うものとし、他の資料配布は

認めない。 

d プレゼンテーションにパソコンが必要な場合は、各自で用意すること。会場、モニター

及び電源については本市で用意する。 

e出席者は３名以内とする。 

⑤ 選定結果の通知 

・第１次審査 

審査結果を電子メールで通知する。なお、選考された者のみ、審査結果及びヒアリング等

を実施する旨を電子メールで通知する。 

・第２次審査 

審査結果を電子メールで通知するとともに、結果の概要等について応募者が特定されない

方法により生駒市ホームページで公表する。 

 

６ スケジュール 

受付開始 令和８年６月１日(月)（予定） 

受付締切 令和８年７月３１日(金)１２時００分まで 

第１次審査 令和８年８月上旬（予定） 

第２次審査 令和８年８月中旬（予定） 

結果通知 令和９年６月上旬（予定） 
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７ 失格 

本補助金の申請者若しくは提出された申込書が、次のいずれかに該当する場合は、その提案

を失格とする。  

（１）申込書の提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの  

（２）申込書の作成形式及び本要領「８ 留意事項」に示された要件に適合しないもの 

（３）ヒアリング等に出席しなかったもの 

（４）虚偽の申請を行い、提案資格を得たもの 

（５）事業実施期間が交付決定を受けようとする年度を含めて、最大２年以内となっていない

もの 

（６）国の補助金と重複しているもの 

 

８ 留意事項 

（１）提出期限以降における書類の差し替え及び再提出は認めない。 

（２）提出書類は返却しないとともに、提出者の特定以外には提出者に無断で使用しない。 

（３）書類の作成、提出及びその説明に係る費用は、提出者の負担とする。 

（４）生駒市情報公開条例に基づく開示請求があった場合は、原則として開示の対象文書とな

る。ただし、事業を営むうえで、競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害する

と認められる情報は不開示となる場合があるので、この情報に該当すると考える部分があ

る場合には、あらかじめ文書により申し出ること。 

なお、本補助金の交付決定前において、決定に影響がでるおそれがある情報については決

定後の開示とする。 

 

９ 担当部署（提出・問合せ先） 

生駒市 地域活力創生部 商工観光課（担当：吉村・迫） 

生駒市東新町８－３８ 電話：０７４３－７４－１１１１（内線２２６０） 

メールアドレス：ikokei@city.ikoma.lg.jp 


